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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定間隔をもって配置された網状部材の両側からアスベスト含有材を被覆させた中空二
重壁におけるアスベスト含有材の除去方法であって、
　周面に複数の噴射孔を設けて略全方向に向けて酸性液を噴射可能とした噴射ヘッドを、
前記中空二重壁の中空部に配置する工程と、
　前記噴射孔から酸性液を噴射させて、前記網状部材と前記アスベスト含有材との接合面
に付着させる工程と、
　を有することを特徴とするアスベスト含有材の除去方法。
【請求項２】
　前記噴射ヘッドを回転させながら前記酸性液を噴射させるようにしたことを特徴とする
請求項１に記載のアスベスト含有材の除去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中空耐火二重壁の耐火材として吹き付けなどによって被覆されているアスベ
スト含有材の除去方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物のコア部の耐火間仕切り等の構造に、中空二重耐火壁が使用されることがあ
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る。このような中空二重耐火壁の構造として、一般的には軽量鉄骨を立て、その両面側に
ラス網を張設し、さらにそのラス網の外面側から湿式耐火被覆材を吹き付けた構造となっ
ている。そして、耐火被覆材には、吹付けアスベスト材やアスベスト含有吹付けロックウ
ールなどが用いられて施工されたものがある。
　一般的に、アスベスト含有材の除去方法として、ケレン棒等の工具による粗落し後、例
えばブラシ等を用いてセメント成分を主体とした残留付着物を削ぎ落して磨き上げる作業
が行われている。また、人力の場合に比べて作業効率を高めた除去方法として、除去装置
等を使用するものが例えば特許文献１、２に開示されている。
【０００３】
　特許文献１は、マニピュレータの先端に設けたバケット内に適宜駆動するブラシやスク
レーパーが備えられており、バケットの開口をアスベスト表面に押し付けた状態で、その
内部でブラシやスクレーパーを作動し、剥離したアスベストをそのままバケット内に落下
させて、バケットから処理容器等に移すことで処理する装置について記載したものである
。
【０００４】
　特許文献２には、アスベスト含有物を剥離するカットブラシ（剥離手段）と、剥離手段
を包囲する内側フードと、さらに内側フードを取り囲む外側フードと、剥離したアスベス
ト含有物を内側フード内から処理タンクへ吸引する吸引手段とを備えたアスベスト除去装
置について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１９９８３２号公報
【特許文献２】特開２００８－２５３８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１、２に示すようなアスベスト除去装置を用いたアスベスト除
去方法では、ラス網にアスベスト含有の耐火被覆材を吹付けた中空二重耐火壁にあっては
、そのアスベスト含有材を除去した後のラス網に残ってしまう。その場合、残った残留付
着物を金属製のたわし等を用いて削り落とす作業を行うが、細かな網に付着したアスベス
ト含有材を全て除去するには膨大な時間と手間を要するといった、問題があった。
　さらにラス網では、粗落しする際にあっても、アスベスト吹付け材の基材が鉄骨、デッ
キ、或いはコンクリート等とは違って、スクレーパーによる方法が適用し難いといった不
具合があった。
【０００７】
　本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、除去作業にかかる手間と時間を低
減することができ、しかもアスベスト含有材を確実に除去することができるアスベスト含
有材の除去方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係るアスベスト含有材の除去方法では、所定間隔を
もって配置された網状部材の両側からアスベスト含有材を被覆させた中空二重壁における
アスベスト含有材の除去方法であって、周面に複数の噴射孔を設けて略全方向に向けて酸
性液を噴射可能とした噴射ヘッドを、中空二重壁の中空部に配置する工程と、噴射孔から
酸性液を噴射させて、網状部材とアスベスト含有材との接合面に付着させる工程と、を有
することを特徴としている。
【０００９】
　本発明では、噴射ヘッドを中空二重壁の中空部に配置させて、その噴射ヘッドに設けら
れている複数の噴射孔より噴射ヘッドから略全方向に向けて酸性液を噴射させ、網状部材
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とアスベスト含有材との接合面に吹き付ける。このような作業を中空二重壁において繰り
返し行うことで、前記接合面の所定範囲に均一に酸性液を付着させる。酸性液が付着した
アスベスト含有材がそのセメント分と有機物とが酸により化学反応で分解して溶解するた
め、アスベスト含有材を網状部材との接合面で剥離させて自然落下させることができる。
【００１０】
　また、本発明に係るアスベスト含有材の除去方法では、噴射ヘッドを回転させながら酸
性液を噴射させるようにしてもよい。
【００１１】
　本発明では、噴射ヘッドを中空二重壁の中空部に配置させた後、その噴射ヘッドを回転
させながら周面に設けられた複数の噴射孔より噴射ヘッドから略全方向に向けて酸性液を
噴射させ、網状部材とアスベスト含有材との接合面に吹き付ける。このように噴射ヘッド
を回転させることで、全方向に均一に酸性液を散布することが可能となり、より確実に酸
性液をアスベスト含有材に吹き付けることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のアスベスト含有材の除去方法によれば、中空二重壁の中空部側からアスベスト
含有材と網状部材との接合部に酸性液を付着させることで、そのアスベスト含有材を溶解
して剥離させることができる。そのため、人力でこそぎ落とすことが困難な形状である網
状部材であっても、アスベスト含有材を付着残しなくきれいに剥離させて確実に除去する
ことができ、しかも残留付着物をブラシ等でこそぎ落とすといった後作業も不要となるの
で、手間がかからず容易に且つ短時間で除去作業を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態によるアスベスト含有材の除去方法の概略構成を説明するた
めの図である。
【図２】噴射ヘッドの他の構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態によるアスベスト含有材の除去方法について、図面に基づい
て説明する。
【００１５】
　図１に示すように、本実施の形態によるアスベスト含有材の除去方法は、建物のコア部
の耐火間仕切り等の構造用いられる中空二重耐火壁（以下、単に「中空二重壁１」という
）において、吹付けにより被覆されたアスベスト含有材を除去する施工に適用されるもの
である。
　ここで、中空二重壁１は、略コ字状断面の軽量鉄骨１１を壁面方向に沿って所定の間隔
をもって立設し、その壁面の両面側にラス網１２（網状部材）を張設し、さらにそのラス
網１２の外面側から湿式耐火被覆材（以下、アスベスト含有材１３という）を所定厚さで
吹き付けた構造であり、ラス網１２、１２同士の間には中空部Ｒが形成されている。アス
ベストを含有するアスベスト含有材１３としては、吹付けアスベスト材やアスベスト含有
吹付けロックウール等が用いられている。
【００１６】
　アスベスト含有材１３の除去方法は、手持ち可能な噴射冶具２の噴射ヘッド２０を中空
二重壁１の中空部Ｒに挿入して配置し、噴射ヘッド２０から酸性液Ｔを噴射させて、ラス
網１２とアスベスト含有材１３との接合面１３ａに付着させ、アスベスト含有材１３を酸
性液Ｔに反応させて溶解させることで、アスベスト含有材１３をラス網１２から剥離させ
つつ自然に落下させる方法となっている。
【００１７】
　ここで、アスベスト含有材１３の接合面１３ａに向けて噴射される酸性液Ｔとして、塩
酸等の鉱物酸、酢酸、クエン酸等の有機酸水溶液が挙げられる。この酸性液Ｔは、アスベ
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スト含有材１３に反応させて溶解させる作用を有しており、アスベスト含有材１３の接合
面１３ａに噴射することでラス網１２に対して剥離を生じさせて分離させることが可能と
なり、アスベスト含有材１３の材質、その吹付け厚さ寸法、ラス網１２の材質などの条件
に応じて例えばＰＨ値を１～４程度に調整して使用される。
【００１８】
　酸性液Ｔをアスベスト含有材１３に向けて噴射するための噴射冶具２は、適量の酸性液
Ｔを吸引可能であり、ガン本体２１と、ガン本体２１から延ばされた支持棒２２と、この
支持棒２２の先端２２ａに設けられた前記噴射ヘッド２０とからなる。
【００１９】
　ガン本体２１は、酸性液Ｔを貯留させる薬品槽２４に液送管２３によって連結され、操
作部２１ａを操作することで液送管２３に接続されている圧送ポンプ２５を作動させ、薬
品槽２４内の酸性液Ｔを噴射ヘッド２０側へ送出するようになっている。
　支持棒２２は、内部に流路を有しており、ガン本体２１を介して液送管２３に連通して
いる。そして、支持棒２２の先端部２２ａはＴ字状に分岐しており、それぞれが後述する
噴射ヘッドの半球ヘッド２０Ａ、２０Ｂの内空部に繋がっている。
【００２０】
　噴射ヘッド２０は、一対の中空半球状の半球ヘッド２０Ａ、２０Ｂがそれぞれの平面を
互いに一定間隔を開けて配置され、双方に支持棒２２の先端部２２ａが接続されている。
各半球ヘッド２０Ａ、２０Ｂの球面２０ａには、それぞれ複数の噴射孔２０ｂ、２０ｂ、
…が設けられている。これら噴射孔２０ｂは、半球ヘッド２０Ａ内の酸性液Ｔの流路に通
じており、ガン本体２１から送出される酸性液Ｔを略全方向に向けて噴射させるように構
成されている。つまり、本実施の形態による噴射ヘッド２０では、一対の半球ヘッド２０
Ａ、２０Ｂの球面２０ａに全体にわたって複数の噴射孔２０ｂが設けられており、両半球
ヘッド２０Ａ、２０Ｂによって略３６０度の方向（略全方向）に向けて酸性液Ｔを噴射さ
せることが可能となっている。
【００２１】
　次に、アスベスト含有材１３の除去方法について、図面に基づいてさらに具体的に説明
する。
　先ず、図１に示すように、除去するアスベスト含有材１３の外面１３ｂには、例えばア
ステクターＳ（登録商標）などの飛散抑制剤を散布しておく。その後、薬品槽２４に接続
された噴射冶具２を使用し、噴射ヘッド２０を中空二重壁１の外面１３ｂ側からアスベス
ト含有材１３を貫通させて挿入し、一対の半球ヘッド２０Ａ、２０Ｂを中空部Ｒに配置さ
せる。そして、噴射冶具２の操作部２１ａを操作して複数の噴射孔２０ｂより噴射ヘッド
２０から略３６０度の方向（略全方向）に向けて酸性液Ｔを噴射させ、ラス網１２とアス
ベスト含有材１３との接合面１３ａに吹き付ける。ここで、図１に示す符号Ｔ´は、接合
面１３ａに付着した酸性液を示している。
　なお、噴射ヘッド２０による噴射範囲に基づいて、上述した作業を繰り返し行い、接合
面１３ａに対して酸性液Ｔを均一に付着させるようにする。
【００２２】
　これにより、酸性液Ｔが付着したアスベスト含有材１３がそのセメント分と有機物とが
酸により化学反応で分解して溶解するため、アスベスト含有材１３をラス網１２との接合
面１３ａで剥離させて自然落下させることができる。そして、落下したアスベスト含有材
１３は、適宜な回収手段により取り除けばよい。
　なお、本実施の形態では、予めアスベスト含有材１３の外面１３ｂに飛散抑制剤を散布
しておくため、アスベスト含有材１３が剥離落下する際に生じるアスベストの飛散を抑制
することができる。
【００２３】
　上述のように本実施の形態によるアスベスト含有材の除去方法では、中空二重壁１の中
空部Ｒ側からアスベスト含有材１３とラス網１２との接合部１３ａに酸性液Ｔを付着させ
ることで、そのアスベスト含有材１３を溶解して剥離させることができる。
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　そのため、人力でこそぎ落とすことが困難な形状であるラス網１２であっても、アスベ
スト含有材１３を付着残しなくきれいに剥離させて確実に除去することができ、しかも残
留付着物をブラシ等でこそぎ落とすといった後作業も不要となるので、手間がかからず容
易に且つ短時間で除去作業を行うことができる。
【００２４】
　以上、本発明によるアスベスト含有材の除去方法の実施の形態について説明したが、本
発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変
更可能である。
【００２５】
　例えば、本実施の形態では噴射冶具２として一対の半球ヘッド２０Ａ、２０Ｂを先端に
備えた構成のものを採用しているが、このような形態の噴射ヘッドであることに限定され
ることはない。すなわち、図２に示す他の構成の噴射ヘッド３０は、支持棒３１に回転部
３２を介して同軸に設けられ、その中心軸を中心に矢印Ｅ方向に回転可能に設けられた中
空円筒状をなし、酸性液Ｔを噴射させるための複数の噴射孔３０ａ、３０ａ、…が設けら
れている。この場合、噴射ヘッド３０を図１に示す中空二重壁１の中空部Ｒ内に配置させ
た後、その噴射ヘッド３０を回転部３２で回転させながら複数の噴射孔３０ａより酸性液
Ｔを略全方向に向けて噴射させ、アスベスト含有材１３の接合面１３ａに酸性液Ｔを付着
させることができる。
　このように噴射ヘッド３０を回転させることで、全方向に均一に酸性液Ｔを散布するこ
とが可能となり、より確実に酸性液Ｔをアスベスト含有材１３に吹き付けることができる
。
　また、噴射孔３０ａを偏りがないように設けることが可能であれば、回転する必要もな
い。
【００２６】
　また、噴射冶具２のガン本体２１、支持棒２２、酸性液Ｔの輸送手段（液送管２３、薬
品槽２４、圧送ポンプ２５）等の構成については、適宜変更可能である。
　さらに、本実施の形態では中空二重壁として中空二重耐火壁を対象としているが、耐火
壁であることに制限されることはなくい。また、中空二重壁の構成部材についても、本実
施の形態に限定されず、例えば本実施の形態ではラス網１２としているが、他の網状部材
を用いた中空二重壁であってもよい。
　さらにまた、酸性液Ｔの種類、付着量等は、上述したようにアスベスト含有材１３の材
質、厚さ寸法、網状部材１２の材質等の条件に応じて適宜設定すればよい。
【符号の説明】
【００２７】
　１　中空二重壁
　２　噴射冶具
　１２　ラス網（網状部材）
　１３　アスベスト含有材
　１３ａ　接合面
　２１　ガン本体
　２０、３０　噴射ヘッド
　２０Ａ、２０Ｂ　半球ヘッド
　２０ｂ、３０ａ　噴射孔
　Ｒ　中空部
　Ｔ、Ｔ´　酸性液　
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